
 

水道技術管理者（設置・変更）報告書 
 

   年   月   日 

 

岸和田市長 様 

住 所                       

専用水道設置者 

氏 名                       
 

(法人又は組合にあっては、主たる事務所の所在地、その名称及び代表者の氏名) 

 

 水道法第 34条第１項において準用する同法第 19条第１項の規定により水道技術管理者を（設置・変更）したの

で、次のとおり報告します。 

専 用 水 道 の 名 称   

水道事務所の所在地  

水道技術管理者氏名  （変更前） 

所 属 名  職 名  

設置（変更）年月日      年   月   日 

 

最終学歴、修得学科目及び水道の技術上の実務経験年数（該当する□を黒塗りするか、レ点を記入して下さい） 

基

礎

教

育

を

受

け

卒

業

し

た

者 

 土木工学又はこれに相当する課程を修了 土木工学以外の工学及び理

学・農学・医学・薬学に関する

学科目又はこれらに相当する

学科目 

工学・理学・農学・

薬学以外の学科目 
衛生工学・水道工学

に関する学科目 

左記以外の学科目 

新制大学 □2年以上 

（1年以上） 

※□1年以上 

 （6カ月以上） 

□3年以上 

 （1年6カ月以上） 

※□2年以上 

 （1年以上） 

□4年以上 

（2年以上） 

□5年以上 

（2年6カ月以上） 

旧制大学 □2年以上（1年以上） 

※□1年以上（6カ月以上） 

□4年以上 

（2年以上） 

□5年以上 

（2年6カ月以上） 

短大・高等専門学

校・旧制専門学校 

□5年以上 

（2年6カ月以上） 

□6年以上 

（3年以上） 

□7年以上 

（3年6カ月以上） 

高等学校 

旧制中等学校 

□7年以上 

（3年6カ月以上） 

□8年以上 

（4年6カ月以上） 

□9年以上 

（4年6カ月以上） 

そ

の

他 

□10年以上（5年以上）水道の技術上の実務に従事した経験を有する者。 

□外国の学校において上記の学科目に相当する学科目を、上記に規定ある学校において修得する程度と同等以上に修

得した後、それぞれの欄に規定する経験年数を有する者。 

□厚生労働大臣の指定する者が行う水道の管理に関する講習を修了した者。 

ただし、（ ）内は簡易水道及び1日最大給水量1000㎥以下の専用水道を対象とする。 

※大学卒業後、大学院研究科において1年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した者、又は大学の専攻科に

おいて衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を修了した者。 

 

添付書類：水道技術管理者が水道法施行令第７条で定める資格を有するものであることを証する書類。 

 


